
自
衛
官
候
補
生

対
象　

18
歳
～
32
歳

※
受
付
期
間
、
試
験
日
程
な
ど
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

自
衛
隊
守
口
出
張
所

　

☎
０
６（
６
９
９
７
）７
３
３
９

労働力調査 千石西町１～２番　１月～２月に実施　府統計課　☎０６（６２１０）９１９８

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

第
２
・
第
４
土
曜
日

試
行
的
に
開
所

　

来
所
や
電
話
で
の
相
談
を
受
け
付

け
ま
す
。

受
付
時
間　

午
前
９
時
30
分
～
正
午
、

午
後
０
時
45
分
～
４
時
30
分

暖
房
器
具
に
よ
る
火
災
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

　

「
石
油
ス
ト
ー
ブ
へ
の
給
油
時
に

火
を
消
す
の
を
忘
れ
、
灯
油
が
漏
れ

て
引
火
し
た
」
「
灯
油
と
ガ
ソ
リ
ン

を
間
違
え
異
常
燃
焼
を
起
こ
し
た
」

「
部
屋
干
し
し
て
い
た
洗
濯
物
が
、

電
気
ス
ト
ー
ブ
の
上
に
落
下
し
火
災

が
発
生
し
た
」
な
ど
、
暖
房
器
具
に

よ
る
火
災
事
故
が
毎
年
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

住
宅
全
焼
や
死
亡
事
故
な
ど
の
重

大
な
火
災
事
故
の
多
く
は
、
間
違
っ

た
使
い
方
が
原
因
で
す
。
「
こ
れ
ぐ

ら
い
な
ら
大
丈
夫
」
と
安
易
に
判
断

せ
ず
、
適
切
に
取
り
扱
い
ま
し
ょ
う
。

◆
リ
コ
ー
ル
製
品
に
よ
る
火
災
も
発

生

水
道
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え

　

環
境
水
道
部
で
は
、
計
量
法
に
基

づ
き
、
有
効
期
間
（
８
年
）
を
満
了

す
る
水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
工
事
を

順
次
進
め
て
い
ま
す
。

１
月
の
取
替
工
事
予
定
地
区

　

一
番
町
、
寿
町
、
末
広
町
、
速
見

町
、
東
田
町
、
深
田
町
、
古
川
町
、

松
生
町
、
柳
田
町

※
地
区
を
追
加
す
る
場
合
あ
り

※
不
在
で
も
取
り
替
え
る
場
合
あ
り

施
工
業
者

　

㈱
星
和
管
工

　

千
石
西
町
15
︲
６

　

☎
０
７
２（
８
８
２
）９
２
１
５

費
用　

無
料

問
合
先　

お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）２
１
２
２

市役所の日曜相談窓口（１月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー
１月24日㈰
午前９時～
正午

業�務内容　マイナンバーカードの交付・再
交付、電子証明書の発行・更新、暗証番
号の再設定・ロック解除、マイナンバー
に関する相談
※�日曜開庁日は大変混雑が予想されますの
で、時間に余裕を持ってお越しください
（平日の方が比較的待ち時間が少なくな
っています）
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)５９８３

国民年金

１月31日㈰
午前10時～
午後３時

持ち物　年金手帳、印鑑など
※�離職した人、代理人の申請時は別途必要
書類あり
相談・問合先
　市民課　☎０６(６９０２)６００５

市税・国民健
康保険料・後
期高齢者医療
保険料納付　

※�納付相談は、南部市民センターでも受付
可。ただし、納付書・保険証の発行は不
可のため後日郵送（次年度、南部市民セ
ンターでは６月のみ納付相談を受付）
※証明書の発行などは不可
相談・問合先　債権管理課
　税担当　☎０６(６９０２)５９３５
　保険担当　☎０６(６９０２)５９３９

南部市民センター内サービスコーナーをご利用ください

取扱
内容

◦�平日…住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証
明書、戸籍謄本・抄本、戸籍附票の写し、印鑑の登録と廃
止、年金現況届の証明、住居表示証明書、身分に関する証
明、不在住証明書、課税（所得）証明書
◦�土・日曜日、祝日…住民票の写し、住民票記載事項証明書、
印鑑登録証明書、年金現況届の証明、住居表示証明書　
※月曜日が祝日の場合は休館

問合先 南部市民センター　☎０７２(８８５)１１４１

門
真
市
第
４
期
地
域
福
祉
計

画
策
定
に
向
け
た
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
に
ご
協
力
を

　

計
画
策
定
の
基
礎
資
料
と
す
る
た

め
、
郵
便
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
と
あ

わ
せ
て
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
ア
ン
ケ
ー
ト
も
実

施
し
ま
す
。
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を

読
み
取
る
こ
と
で
回
答
が
で
き
ま
す

の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

回
答
期
限　

１
月
15
日
㈮

対
象　

市
在
住
で
16
歳
以
上
の
人

※
昨
年
12
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が

届
い
た
人
は
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
で

回
答

問
合
先　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

く
す
の
き
広
域
連
合
生
活

援
助
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
研
修

と
き

　

１
月
20
日
㈬
、
２
月
２
日
㈫

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

と
こ
ろ

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

※
駐
車
場
に
限
り
あ
り
。
公
共
交
通

機
関
で
来
場

内
容　

介
護
の
基
本
や
認
知
症
の
理

解
な
ど
、
介
護
に
関
す
る
基
礎
的

な
知
識

※
修
了
者
に
は
修
了
証
書
を
お
渡
し

※
介
護
職
員
初
任
者
研
修
で
は
あ
り

ま
せ
ん

対
象

　

く
す
の
き
広
域
連
合
域
内
に
在
住

ま
た
は
広
域
連
合
域
内
の
訪
問
型

サ
ー
ビ
ス
Ａ
（
緩
和
型
）
の
事
業

所
へ
の
従
事
を
希
望
す
る
人

※
介
護
福
祉
士
、
介
護
職
員
初
任
者

研
修
修
了
者
、
旧
訪
問
介
護
員
３

級
修
了
者
な
ど
は
受
講
不
要

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

１
月
19
日
㈫
ま
で
に
電
話

公
的
年
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票
を
送
付

　

老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る
国
民
年

金
や
厚
生
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る

人
を
対
象
に
、
１
月
末
ま
で
に
日
本

年
金
機
構
か
ら
「
令
和
２
年
分
公
的

年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
際
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

紛
失
や
未
着
、
２
枚
以
上
必
要
な

場
合
は
、
守
口
年
金
事
務
所
で
再
交

付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
市
役
所
で
は
発
行
不
可

※
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
は
課

税
対
象
外
の
た
め
送
付
な
し

国
民
年
金
保
険
料
の
２
年
前
納

　

２
年
前
納
は
、
４
月
分
か
ら
２
年

分
の
国
民
年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て

支
払
え
る
制
度
で
す
。
１
年
前
納
よ

り
も
保
険
料
の
割
引
額
が
多
く
、
納

め
忘
れ
も
な
く
な
り
ま
す
。
口
座
振

替
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
２

年
前
納
を
希
望
す
る
人
は
、
２
月
末

ま
で
に
口
座
振
替
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
納
付
申
出
書
を
守
口
年
金

事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
申
出
書
は
市
民
課
窓
口
に
も

設
置

※
現
金
で
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は

４
月
以
降
に
問
い
合
わ
せ

◆
２
年
前
納
の
社
会
保
険
料
控
除

　

２
年
前
納
で
納
め
た
国
民
年
金
保

険
料
を
所
得
か
ら
控
除
す
る
場
合
は

次
の
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
ま
す
。

◦
納
め
た
年
に
全
額
控
除

◦
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額

を
各
年
で
控
除

口
座
振
替
な
ど
の
ご
利
用
を

　

納
め
忘
れ
が
な
く
確
実
な
口
座
振

替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
が
便

利
で
す
。
特
に
、
口
座
振
替
は
割
引

が
あ
り
お
得
で
す
。

届
出
に
必
要
な
物

　

基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
物
（
年

金
手
帳
や
納
付
書
な
ど
）

◦
口
座
振
替
…
振
替
口
座
の
通
帳
、

届
出
印

◦
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
…
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
認
印

申
込
・
問
合
先　

守
口
年
金
事
務
所

　

☎
０
６（
６
９
９
２
）３
０
３
１

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、

全
額
免
除
、
一
部
免
除
（
４
分
の
３

免
除
、
半
額
免
除
、
４
分
の
１
免
除

）
、
納
付
猶
予
を
申
請
で
き
ま
す
。

免
除
の
結
果
は
、
前
年
度
の
所
得
な

ど
で
国
が
審
査
し
決
定
し
ま
す
。

　

離
職
し
た
人
や
新
型
コ
ロ
ナ
の
影

響
で
収
入
が
減
少
し
た
人
に
は
特
例

に
よ
る
免
除
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　

申
請
が
遅
れ
た
り
、
未
納
の
ま
ま

放
置
し
た
り
す
る
と
年
金
を
受
け
取

れ
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

す
み
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
猶
予
は
50
歳
未
満
の
人
が
対

象
申
請
に
必
要
な
物

　

年
金
手
帳
、
印
鑑

※
離
職
し
た
人
は
雇
用
保
険
被
保
険

者
離
職
票
、
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格

喪
失
確
認
通
知
書
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
資
格
取
得
届
出
確
認
照
会

回
答
書
、
退
職
辞
令
な
ど
（
す
べ

て
コ
ピ
ー
可
）

※
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は
委
任

状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書
類　

申
請
方
法

　

申
請
書
を
郵
送
ま
た
は
持
参

※
申
請
書
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
請
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

「
門
真
市
役
所
」
市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
０
５

国
民
健
康
保
険

短
期
被
保
険
者
証
を
更
新

　

２
月
１
日
㈪
か
ら
有
効
の
国
民
健

康
保
険
短
期
被
保
険
者
証
を
、
１
月

20
日
㈬
か
ら
債
権
管
理
課
窓
口
で
交

付
し
ま
す
。
仕
事
な
ど
で
業
務
時
間

内
に
来
庁
で
き
な
い
人
は
、
夜
間
交

付
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
夜
間
交
付
窓
口

と
き　

１
月
26
日
㈫
～
29
日
㈮

　

午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

持
ち
物　

印
鑑
、
来
庁
者
の
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
、

短
期
被
保
険
者
証

問
合
先　

債
権
管
理
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
９

申
込
・
問
合
先

　

く
す
の
き
広
域
連
合
生
活
援
助
サ

ー
ビ
ス
従
事
者
研
修
事
務
局

　

☎
０
７
２（
８
３
９
）７
２
５
０

WEBアンケートは
こちら

　

１
口
で
約
６
・
５
キ
ロ
グ
ラ
ム

の
味
噌
が
で
き
ま
す
。

◆
大
豆
・
塩
の
配
布

と
き　

１
月
28
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　

文
化
会
館

◆
糀
の
配
布
・
加
工

と
き　

２
月
４
日
㈭

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　

文
化
会
館

費
用　

１
口
３
６
０
０
円
、
半
口

１
９
０
０
円

申
込
方
法　

１
月
21
日
㈭
午
後
１

時
30
分
～
４
時
に
文
化
会
館
へ

直
接
。
ま
た
は
１
月
19
日
㈫
ま

で
に
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

申
込
口
数
を
記
入
し
て
郵
送
（

必
着
）

※
電
話
で
の
申
込
不
可

申
込
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
０
０
４
８

　

門
真
市
新
橋
町
３
︲
３
︲
２
１

７

　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
内

　

門
真
市
消
費
生
活
研
究
会
・
葭

田

　

☎
０
９
０（
２
１
０
１
）５
９
４
４

無
添
加
の
手
造
り
味
噌

　

市
職
員
を
装
っ
た
訪
問
販
売
、
詐

欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

ご
自
宅
の
製
品
が
リ
コ
ー
ル
対
象

品
と
な
っ
て
い
な
い
か
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。
「
消
費
者
庁
リ
コ
ー
ル
情

報
サ
イ
ト
」
で
検
索
を
行
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

問
合
先　

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）７
２
４
９

上
下
水
道

消
費
生
活

保

険

年

金

福

祉

募

集

5 広報かどま　令和３年（2021年）１月号


